
 

令和 4 年度広島県河川大規模氾濫時の減災対策協議会 

東部建設事務所管内 

 

議事概要 

 

日 時：令和 4 年 6 月 2 日（木）10：00～11：10 

方 法：Web 会議 

出席者：別紙出席者一覧のとおり 

 

 

【決定事項】 

・令和 4 年度からの「広島県管理河川大規模氾濫時の減災に向けた取組方針」ついて了

承した。 

・規約を改正した。 

・二級河川ダム洪水調節機能部会設置及び同部会への広島地方気象台の参加に係る規約

の改正等 

 

【議事要旨】 

・議題１）今までの取組状況について 

（事務局）資料１により，これまでの取組状況について説明 

・議題２）令和４年度以降の取組方針等 

 （事務局）資料２により，令和４年度以降の取組方針（案）について説明 

・議題３）規約改正 

 （事務局）資料 3-1，3-2 及び資料 4-1，4-2，4-3 により，規約の改正について説明 

・議題４）情報提供 

 （事務局）資料５により，特定都市河川の指定の手続きについて報告 

      参考③により，要配慮者利用施設における避難確保計画 

    参考④により，管理河川における管理者不明橋調査 

 

【意見交換】 

〇予想雨量と線状降水帯発生予報の関係 

・広島県：線状降水帯の予報について，これまでは「24 時間雨量は多いところで 150ｍ

ｍ～200ｍｍ」というような予報であったが，この状況で線状降水帯発生予報

があった場合，さらに雨量が多くなる可能性があるということか。 

・気象台：そのとおり。降雨については従来の枠組みで予報している。そこに線状降水帯

が発生するとさらに雨量が増えるということ。 


